
日医発第249号（保52）

平成24年6月8日

都道府県医師会長　殿

日本医師会長
　　横　倉　義　武

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　平成24年5月29目付け厚生労働省告示第367号をもって薬価基準の一部が改正され、告

示の日から適用されました。今回の改正は、薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品（8

成分10品目）を薬価基準の別表に第7部追補（3）として収載したものであります。

　また、同日付け保医発0529第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の新医薬

品の薬価基準収載に伴う留意事項が下記1のとおり示されております。

　さらに、今回の新医薬品の薬価基準収載に伴い、新医薬品の処方日数制限（1回14日分

まで）の例外が示されたほか、保険医が投与することができる注射薬が追加されましたが、

その概要については、下記2及び3のとおりであります。

　つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌8月号に掲載を予定しております。

記

1　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

（1）　ミニリンメルトOD錠120μg及び同240μg

　①本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

　　　尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症

　②　本製剤の使用上の注意において、本剤使用前に観察期を設け、尿浸透圧あるいは

　　尿比重が低下していることを確認することとされているので、使用にあたっては十

　　分留意すること。

（2）　ザーコリカプセル200mg及び同250mg

　　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医



又は検査施設における検査により、ALK融合遺伝子陽性が確認された患者に投与するこ

と。」とされているので、ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬

明細書に記入すること。

（3）　アポカイン皮下注30mg

　　本製剤は「パーキンソン病におけるオフ症状の改善（レボドパ含有製剤の頻回投与

　及び他の抗パーキンソン病薬の増量等を行っても十分に効果が得られない場合）」を目

　的とする製剤であり、本製剤を投与した場合は、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚

　生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C101」在宅自己注射指

　導管理料を算定できるものであること。

（4）ポテリジオ点滴静注20mg

　　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「CCR4抗原は、フローサイト

　メトリー又は免疫組織化学染色法により検査を行い、陽性であることが確認されてい

　る患者のみに投与すること。」とされているので、CCR4陽性を確認した検査の実施年月

　日を診療報酬明細書に記入すること。

（5）エジュラント錠25mg

　　本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取

　扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

2　新医薬品の処方日数制限の例外について

　掲示事項等告示第十第二号（一）ハの規定に基づき、新医薬品については、薬価基準の

収載の翌月の初日から起算して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬
することとされているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品

について、当該処方日数制限の例外を設けられているところ．

　今般、平成24年5月29日付け厚生労働省告示第369号をもって掲示事項等告示が改正
され、次の新医薬品については、当該制限の例外とされた。

・エジュラント錠25mg

3　保険医が投与することができる注射薬の追加について

　保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示第十第一号に定めら

れているが、平成24年5月29目付け厚生労働省告示第367号をもってアポモルヒネ塩酸

塩製剤（アポカイン皮下注30mg）が薬価基準に収載されたことにあわせ、同日付け厚生

労働省告示第368号及び第369号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一

部改正されるとともに、同日付保医発0529第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、

r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部が改正され、

当該製剤が「区分C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされた。（関連する告示・



通知の改正内容等については、添付資料3を参照。）

（添付資料）

－
n
乙

3．

官報（平24．5．29　第5809号抜粋）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

（平24．5．29保医発0529第1号　厚生労働省保険局医療課長通知）

アポモルヒネ塩酸塩製剤の保険適用上の取扱いについて

（日本医師会保険医療課）

（参　考）

1．薬価基準収載希望品目一覧表（薬効分類別）新医薬品
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住所　福岡市東区箱崎3rH8爵24－603号
　宋揚楽昭和54年2月28日生
住所　埼聡県所沢市並木2丁目1番地1－101）5
　†募男　　II召下056q三1　月19口’1三

f｝｛∫ヲi　群馬県，べ川r巨、鴇l　i　I　hけfT2222番1也1

　陳洪雁昭和54年4月711生
住所　東京都品川匿．球〔品川2r目2番271ゴ’

　金小平　昭和45年4月11日生
ft所　　東京都IIひflII区南葛西13　rF116番2－1201

　号

　撃鉄昭和53年11刀29H生
住所　埼｛県川口市金山町8番2号
　陳鵬昭和55年11月17Fl生
住所福井県小浜市加茂第161」・20番地

　何暁艶　昭和54年10月4H生
住所東京都葛飾区亀有51咽53番2号
　李継椿　昭和58年4月5日生
住所　奈良県大和郡山市小林町西1r03番地7
　林雲清昭和61年8月7日生
住所　東京都北区豊島8r日27番2－1202号
　襲倹　昭和49年1月16日生

住所　岐｝．市岩崎2丁09番3号
　杉｝il埼意　 「1召下052年1月29日ノセ

住所　岐｝．県大垣市河間町4丁01番地
　李敏　昭和58年11」13一’t三

　李媛昭和56年6月17日生
　李美奈　’r成23年4月11日生
fキi所　　人ゴ1反11∫港1ヌ繭幾路2丁［］19番：20号

　杜佳麗昭和49年8月1411生
住所　東京都荒川区東日暮坦4丁目18番l　l♪
　イ系莉1　日召1和50年9月18［1生

住所　東京都大川区中央1J’目4爵8号
　武暁光　昭和55年3月18日生
住所　東京都台東区元浅草2r　H9番8号
　品：’†：　日召和57年9月29日牛1

住所　京都市左京区聖護院蓮華蔵町31番地

　ヒロシ・テラグチ　昭和47年4月4日生
　エミ・ジュリアナ・ヤマウチ　昭和45年4月15
　日生

　ソフィア・テラグチ　、r成23年6月8日生
住所　東京都江戸川区松島3丁目29番9－302り・

　畢晶昭和54年7月17［1生
住所　東京都練馬区下石神井5丁目18番5り・

　チェン・コン・セイ　昭和43年10月8日生
イ4三砂下　東京都コヒ区：赤｝15］2　r目30番8－302号・

　E東仁昭和41年1月16日生
　1干il駐f離　　II召珂…U55年4　月1511生

住所　さいたま市見沼区大和田町2r目1〔）11番地

　1

　呉陽昭和54年11月30［1生

住所　埼玉県蕨市南町1r日16番16号

　張松昭和55年6月27U生
住所　埼玉県久喜市久喜東1r［2番21号
　金珪モニ耗　　’匹」友3年6フ113ロノt三

住所　．躰〔京都墨田区横川4TH8番1－703号

　張仙姫昭和57年11刀3ロノL
｛む所　　東∫k者i3奉行イ首区菊子イ首7　rl120番10－301号

　叢林　’1え成3年5月6口生

住所　名古屋市中川区法華1r目15番地
　任偉f章　昭和49年7月28”ノセ

イ十i序下　東：京都葛飾f区西お7小1古｝4　r目38番9－903

　り・

　藍建英昭和56年5刀2311生
住所　堺市北区中百舌鳥町5j’676番地6

　周瑛昭和58年7月511生
住所　兵庫県三田市武庫が丘4」一目4番地」

　張艶欣　昭和52年5月4日生
住所川崎市朝メ1人宮町26番地3

　ニキル・コスラ　昭和55年1月30日生
住所　福岡県京都郡苅田町人字ド新津529番地2

　安敬予　昭和45年4月23円生

　嶺丁元　平成9年8118日生
住所　千葉市若葉区若松町413番地154

　金敬姫　昭和56年5月511生
住所　岡山県、㌔Y田郡鏡野町竹田1117番地

　孫楼漿昭和60年11月4口生
f主∫ヲで　．球〔寿ぐ割算⊥二東区4ヒ石少5丁自20番10－413｝コー

　姜洋昭和54年12月19日生
住所　熊本市西区春H　l　r日14番3－3304号

　金麗奈昭和56年11月2111生

住所東京都江東区東雲1川6番15－5〔）1号

　蒋勇昭和52年1月10口生
住所　さいたま市緑区大字北原1603番地

　文海京　昭和49年10月1011生
イ土砂「　　r葉1具我孫f二11珂父孫∫㌦4　r　U21番2号

　エラゴダ・ルチラ・フラギーダ　昭和50年8月

　9H生
値i戸斤　丁＝葉り駄r行力1市宝2　r目4番17－2031ナ

　高敏　昭和56年1月15日生
住所　千葉県船橋市南本町21番15号

　田徳意　昭和49年5月16口生
住所　東京都板橋区’j・茂根2丁目13番4－3〔）8号・

　宿尚坤　昭和60年7月3日生

住所神戸市須磨区横尾2丁目35番地6
　肇龍周　昭不日29年1〔）月6日生

　金笑美子　昭和33年12月8日生

　辛明希昭和59年12刀12日生
　』1さ衿希平成5年1月1511生

住所　神戸市須磨区南落合・」’H24番10－31U号

　臨1’｝順希昭和61年10月311生

住所　秋田市広西字樋ノ沖16番地1

　河龍子昭和20年12」」15r1生

　金克也　昭和48年71118日生

住所　東京都足立区入谷8r目M番51♪

　張慧昭和44年6月2日生
住所　埼玉県蓮田市大宇黒浜1334番地2
　陳洪1琴　ll召下”55角三3月16日生

住所　東京都江東区南砂2丁目3番7－1131場・

　徐亜美昭和62年3月1011生
O‡熔融岡田梼猷口覆十ゆ

　聾賢ド十引書目糞輩一二昆ト、A卜．、1！！トミ．

h　　》・靴　くぼ　r》纈ム」，『（’」へ（塾、り四、

ゆ慧e牽馴s開運e樹鄭裂m金気∫＼．（．、H，，ハ

⊥囲E督良馬ls巨上県ご£くべミーI

H　翠霞奪コ温感る｛悼　』ミ．側面・匠習憩“

　嶺桜漁ミヨ虚聞、勾蝋潔も“峠」文士．凶郡雑←悶馨霞

　る巡遡s譲＜

N　襲』ト9護郵凝　に聖目1ト日並共E：

oっ　蜜ばトSきさ探豊　1〉楼一十却善1町h一1田

　縣粒

聞　畔尋湘

　＝　耗　葦　÷堰：虻1忙m妻気．＼“運

　m曼無人翠　へ｝ド昏ドミ．トて躯エ．（トわ
　　　　　　　八孟痩．亘継謹《⇒く正

　ト罎コー日出乏劇㌧Lぺ工

　　　　　　　　　　　姻叔ノ　　　　藁…～　　竺

O回州獄凝奇側口唱蘇州刷く十十〕中

　纏輿曄蚕s鳶製R鴬（卜経一’十ξ匪碁猟蚕知∈01旨綜一十ぺLb）s弱｛建」凶℃舶∫墨E錨戴s灘罎櫟
翼憾磐）〔嵜望『ト」計聖訓菱R還知遇二階陰欄（」：い）9一灘細意s蝿，い昌督冠←ゆ1」

　　斗掻一1一区計」＝πr十ぺ工　　　　　　　　　　　　　　　魁で無煙契血　÷に…遺ゴー
　蚕緒土2蕪〔、量淘一升ノ慈9桶，い上」養ぺ櫛“

　　　　　　　　　　　　　第7部　　　退　　　補　　　13）
　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　用　　　　　　薬

　　　　　品　　　　，名　　規格単位　薬価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　（え）

　　エジュラン！卜錠25mg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25mg1錠　　　　2，050．10

　　　　　　〔き）

　　キックリンカフセノし2501119　　　　　　　　　　　　　　　　25〔）mglカプセル　　　　　29．70

　　　　　　（さ）

　　ザーコリカプセル200mg　　　　　　　　　　　　　　　　200mg1カプセル　　　9，42U．80

　　ザー：コリカフセル250mg　　　　　　　　　　　　　　　　250mg1カフセル　　　11，692．30

　　　　　　（ふ）

　　ブレーザベスカ；7セル100mg　　　　　　　　　　　　　　　100mg1カプセル　　　　9，8UO．1）0

　　　　　　（み）

ミニリンメルト〔）1）錠120μ9

ミニリンメルト〔）且）錠240μg

貿

　　　　（あ）

アホカイン皮下注3Umg

　　　　（ほ）

ホテリジオ点滴静注20mg

ワ

　　　　（ふ）

ブルモザイム吸人液2．5111g

注

外

角

名

射

用

　　　　　120μ91錠

　　　　　240μ91錠
　　薬

規格単位
30m93ml，1筒

　　　20m951111．1瓶

　　薬

規格単位
2．5mg2．5m旦、1管

197．10

331．20

岬
山
U
」

薬

7，550

155，999

薬　　価

　円

6，664．80
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
八
号

　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
視
則
（
昭
和
、
．
．
一
、
一
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
．
一
十
条
第
二
号
へ
及
び
ト

並
び
に
第
一
．
十
．
条
第
．
．
号
へ
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱

い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
一
八
年
厚
生
省
告
．
不
第
レ
四
号
）
第
、
一
十
条
第
三
号
へ
及
び
ト
並
び
に
第
、
ト

一
条
第
、
．
．
号
へ
の
規
定
に
基
づ
き
、
療
担
規
則
及
ぴ
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
障
り
労
働
人
臣
が
定
め
る

掲
．
小
事
項
笠
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
．
小
第
百
七
号
）
の
．
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
平
成
一
．
十
四
年
石
月
二
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
，
r

　
第
十
第
、
号
中
「
及
び
オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
を
一
、
オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
及
び
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩

酸
塩
製
剤
　
に
改
め
る
．

　
第
十
第
一
．
号
目
パ
中
「
及
び
サ
ム
チ
レ
；
ル
内
用
懸
濁
液
．
玉
パ
ー
セ
ン
ト
（
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
擢
思
し

て
い
る
患
者
に
投
与
す
る
も
の
に
限
る
。
ご
を
［
、
ザ
ム
チ
レ
ー
ル
内
用
懸
濁
液
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
後
天
性
免
疫
不

全
症
候
群
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
に
投
5
す
る
も
の
に
限
覧
、
）
及
び
エ
ジ
ュ
ラ
ン
ト
錠
、
一
五
㎎
」
に
改
め
る

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
九
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
〔
平
成
、
一
1
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
卜
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
掲
診
療
料
の
施
設

基
準
等
（
プ
成
一
、
十
年
厚
生
労
働
省
缶
．
不
第
六
十
一
．
汀
ご
　
の
．
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
、

　
　
平
成
一
、
十
四
年
五
月
二
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
．
r

別
表
第
輩
へ
ず
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
量
を
．
拠
敷
島
轍
轍
講
に
改
箸

　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
〔
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
、
小
第
九
f
三
号
）
第
一
項
箭
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
4
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療

養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
篇
定
方
法
第
．
項
第
パ
・
ゲ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
牛
労
働
人
臣
が
別
に
定
め
る
者
（
平
成
、
．
f

四
年
厚
生
労
働
省
告
、
小
第
百
四
十
・
ゲ
）
の
．
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
．
平
成
一
．
十
四
年
下
月
二
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
ゴ

　
別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
、

箋

9
0
0
0
◎
O
乙
1
ノ
メ
○
ノ
〆

こ
会
〕
C
㏄
¢
乙
区
琵
一
義

笛
㏄

ぼ
7
卑
属
7
實
ぼ
．
冥
　
，
、
、
》
刈
～
〔
降
魔
｝
諮
窟
港
以
脹
難
浜
取
一
喜
蒜
葺
清
塾
“
廿
ぐ
、
，
（
層
ご
薄
鮭
缶
斎
篭
』
諜
X
昇
達
」
知
（
恭
見
付
室
♂
並
謡
≡
夕
塒
量
漆
謎
＝
淋
曇
〕
毒
q
）
譜
憂
目
汁
ご
’
に
養
田
熱
闘
研
き
浮
薄
熟
益
片
違
雇
～
）
濠
漸
貧
～
）
τ
＾
薄
鍵
針
蓉
捷
ひ
s
亘
だ
越
し
π
黙
ぴ
φ
q
二
臼
一
落
び
し

一
〇
〇
〔
に
〔
ン
塗
¢
琵
Z
メ

N
O

9
0
0
㏄
〔
ン
プ
蔭
O
k
区

艮
O
O
o
o
O
4
Z
強
7
図

一
〇
つ
ω
ω
切
麦
箋
Z
C
菱

⇒o

n
矧
＼
、
マ
メ
虹
く
丁
（
法
難
涕
護
q
）
藝
母
港
准
苔
琶
τ
＾
融
毒
借
肴
葎
達
」
謙
X
耳
遠
悔
言
索
δ
φ
s
｝
亘
葭
3
。
）

一
8
撃
穿
る
ン
一
琵

一
C
¢
ω
窃
㎝
Z
X
¢
¢
図
O
Z
×

一
〇
こ
認
U
ノ
屠
¢
㊤
ニ
ノ
区

¢
さ
ご
■
・
一
〔
7
区
〔
二
区
ン
ノ

C
■
ξ
こ
さ
羨
箋
義
美

こ
“
¢
2
C
図
図
箋
直
k
図

㏄
一

☆
に
　
、
＼
．
事
“
q
、
〔
　
民
㍉
魁
、
癩
“
逝
ミ
V
、
蕩
二
一
；
疫
‡
一
一
蟻
．
儀
C
・
、
（
叫
に
郵
厚
儲
等
一
戸
n
薄
計
嘩
X
嶋
件
嘗
知
ハ
索
“
φ
q
）
互
い
一
5
し

O
さ
2
〔
シ
る
O
窪
菱

C
ε
〔
二
⊂
〆
図
ε
¢
鼻
1

Q
尊
O
Q
き
菱
蔀
寡
誕

言
Q
2
〔
ン
ゑ
）
2
参
×

、
中
沌
蟻
＞
て
　
X
－
ぺ
漫
、
〔
鱒
ぐ
却
一
、
惑
匡
湛
湛
以
　
り
“
凱
蛤
淺
迦
鳶
蕊
熱
一
哉
・
｝
冶
暴
〔
自
誓
」
べ
’
｛
〔
臨
卍
撫
研
＆
ρ
＼
げ
建
卦
邸
匁
『
汁
越
拡
祖
｛
h
索
ぴ
酬
9
と
臼
一
い
瓢
び
■
）

一
ω
¢
C
ど
菱
¢
認
巽
Z

認

H
㏄
C
C
U
¢
区
k
塗
旨
旨
区

難
渋
》
一
喜
郭
馨
掃
聖
目
廿
一
虹
δ
－
）

H
O
C
器
具
X
¢
ン
O
Z
図

ω
㏄

ア
、
マ
斗
－
1
歳
．
　
，
N
、
マ
鴎
q
、
〔
醸
｛
舞
ツ
章
一
憲
西
目
　
去
ぐ
’
，
∩
鉢
に
据
聾
磯
目
ρ
、
げ
醒
訪
邸
X
｝
甘
心
讐
牽
…
一
命
訓
δ
世
風
）
〔
臼

H
O
（
轟
翫
縁
る
O
旨
k
γ

O
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
四
十
一
号

　
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
五
条
第
．
一
項
に
規

定
す
る
農
林
水
産
大
臣
等
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
命
令

（
平
成
一
、
十
四
年
復
興
庁
・
農
林
水
産
省
令
第
．
・
ゲ
）
第

、
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第

四
十
下
条
第
、
一
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
等
に
対
す

る
協
議
に
関
す
る
命
令
第
．
項
の
農
林
水
席
大
臣
が
定
め

る
書
類
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

　
．
平
成
一
、
十
四
年
五
月
．
一
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
鹿
野
　
道
彦

　
　
　
福
島
復
興
再
生
特
別
措
嵩
法
第
四
一
五
条
第
一
．
項

　
　
　
に
規
定
す
る
農
休
水
産
人
臣
等
に
対
す
る
協
議
に

　
　
　
関
す
る
命
令
第
、
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

　
　
　
書
類

　
編
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
叩
十
下
条
第
、
一
項
に
規

定
す
る
農
林
水
産
大
臣
等
に
対
す
る
協
議
に
関
す
る
命
令

第
．
項
の
農
林
水
産
人
臣
が
定
め
る
書
類
は
、
森
林
法
施

行
規
則
〔
昭
和
、
一
1
六
年
農
林
省
令
第
五
一
四
・
ゲ
）
第
一

五
条
第
一
．
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
福
島
復
興
再
q
特
別

措
置
法
〔
平
成
、
↓
1
四
年
法
律
第
．
．
十
五
号
。
以
下
法
」

と
い
う
．
）
第
四
十
五
条
第
、
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
熱
資
源

開
発
計
画
（
法
第
四
十
四
条
第
、
項
に
規
定
す
る
地
熱
資

源
開
発
刮
瞬
を
い
う
。
）
に
森
林
法
（
昭
和
一
．
卜
六
年
法
律

第
．
一
百
四
十
九
号
）
第
、
一
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林

の
指
定
の
解
除
に
係
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
限
る
）
と
す
る
、
、

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
法
附
則
第
．
条
第
．
H
ゲ
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
〔
平
成
二
卜
四
年
互
U
二
．
一
目
）
か
ら
施
行

す
る
．

O
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
四
十
二
号

　
農
業
の
担
い
丁
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金

の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
〔
平
成
一
八
年
農
林
水

産
省
令
第
五
十
瓦
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使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　r使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」
という。）については、平成24年厚生労働省告示第367号をもって改正されるとともに、
r療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平
成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）及び「特掲診療料の
施設基準等」（平成20年厚生労働省告示第63号）が、平成24年厚生労働省告示第368号及
び第369号をもって改正され、同目付で適用されたところですが、その概要は下記のと
おりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いしま
す。

記

1　薬価基準の一部改正について
　（1）’薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準へ

　　の収載希望があった新医薬品（内用薬7品目、注射薬2品目及び外用薬1品目）
　　について、薬価基準の別表に収載したものであること。

（2）　（1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで
　あること。

区　分 内　用　薬 注射薬 外用　薬 歯科用薬剤 計

品目数 8，657 3，837． 2，430 2ブ 14，951



2　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
　（1）　ミニリンメルトOD錠120μg及び同240μg
　　①本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。
　　　　尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症
　　②　本製剤の使用上の注意において、本剤使用前に観察期を設け、尿浸透圧ある
　　　いは尿比重が低下していることを確認することとされているので、使用にあた
　　　っては十分留意すること。

（2）　ザーコリカプセル200mg及び同250mg

　　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病
　理医又は検査施設における検査により、ALK融合遺伝子陽性が確認された患者に投
　与すること。」とされているので、’ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月
　目を診療報酬明細書に記入すること。

（3）　アポカイン皮下注30mg

　　本製剤は「パーキンソン病におけるオフ症状の改善（レボドパ含有製剤の頻回
　投与及び他の抗パーキンソン病薬の増量等を行っても十分に効果が得られない場
　合）」を目的とする製剤であり、本製剤を投与した場合は、「診療報酬の算定方法」
　　（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号rC101」
　在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

（4）　ポテリジオ点滴静注20mg　・、

　　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、rCCR4抗原は、フローサ
　イトメトリー又は免疫組織化学染色法により検査を行い、陽性であることが確認
　されている患者のみに投与すること。」とされているので、CCR4陽性を確認した検
　査の実施年月日を診療報酬明細書に記入すること。

（5）エジュラント錠25mg
　　本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等
　の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

3　掲示事項等告示の一部改正について
（1）アポモルヒネ塩酸塩製剤について、掲示事項等告示第十第一号のr療担規則第二
十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与す
ることができる注射薬」として定めたものであること。

（2）新医薬品（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の四第一項第一号
に規定する新医薬品をいう。）については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算し
て1年間は、原則、1回14目分を限度として投与又は投薬することとされているが、
処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品について、当該処方日
数制限の例外を設けているところ。
　今般、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品は、
次のとおりであること。

・エジュラント錠25mg

4　特掲診療料の施設基準等の一部改正について
　　アポモルヒネ塩酸塩製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第九r在宅自己注
射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に
規定する注射薬」として定めたものであること。



5　関係通知の一部改正について
　　「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3
月5日保医発0305第1号）の一部を次のように改正する。

・　別添1第2章第2部第3節C200（1）、別添3区分01（5）イ及び別添3別表
　1中r及びヘパリンカルシウム製剤」をr、ヘパリンカルシウム製剤及びアポモル
ヒネ塩酸塩製剤」に改める。

・　別添3別表2に次のように加える。

アポモルヒネ塩酸塩製剤



薬価基準告示
（参考）

N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価（円）

1 内用薬 エジュラント錠25mg リルピビリン塩酸塩 25mg1錠 2，050．10

2 内用薬 キックリンカプセル250mg ビキサロマー 250mg　lカプセル 29．70

3 内用薬
ザーコリカプセル200mg　　　イ

クリゾチニブ 200mg1カプセル 9，420．80

4 内相薬 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブ 250mg1カプセル 11，692．30

5 内用薬 ブレーザベスカプセル100mg ミグルスタット 100mg1カプセル 9，800．00

6 内用薬 ミニリンメルトOD錠120μg デスモプレシン酢酸塩水和物 120μ91錠 197．10

7 内用薬 ミニリンメルトOD錠240μg デスモプレシシ酢酸塩水和物
240μ91錠 331．20

8 注射薬 アポカイン皮下注30mg アポモルヒネ塩酸塩水和物 30mg3mL1筒 7，550

9 注射薬 ポテリジオ点滴静注20mg　　　　’

モガムリズマブ（遺伝子組換え） 20mg5mL1瓶 155，999

10 外用薬 プルモザイム吸入液2．5mg ドルナーゼアルファ∫遺伝子綿換え） 2．5mg2．5mL1管 6，664．80



1アポモルヒネ塩酸塩製剤の保険適用上の取扱し・について

　保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示第十第一号に定めら

れているが、平成24年5月29日付け厚生労働省告示第367号をもってアポモルヒネ塩酸

塩製剤（アポカイン皮下注30mg）が薬価基準に収載されたことにあわせ、同日付け厚生労

働省告示第368号及び第369号により掲示事項等告示及び特掲診療料の施設基準等が一部

改正されるとともに、同目付保医発0529第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、「診

療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部が改正され、当該

製剤が「区分C101」在宅自己注射指導管理料の対象薬剤とされた。

（1）平成24年5月29目付け厚生労働省告示第368号による掲示事項等告示（平成18年

　　　厚生労働省告示第107号）の改正

第十　厚生労働大臣が定める注射薬等

　一　療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が

　　投与することができる注射薬

　　　インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、乾燥人

　　血液凝固第V皿因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第V皿因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、

　　遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗

　　体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

　　ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連

　　続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、イ

　　ンターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカ

　　ゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血

　　液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、

　　血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液

　　透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈

　　に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン12製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト

　　製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限

　　る。）、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキ

　　シコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステル

　　ナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

　　プ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フル

　　ルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス

　　コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L一システイン塩酸

　　塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行ってい

　　る患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在

　　宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用す

　　る場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、オキシ

　　コドン塩酸塩　剤及びアポモルヒネ塩酸塩　剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※改正箇所下線部

一1一



（2）平成24年5月29日付け厚生労働省告示第369号による特掲診療料の施設基準等（平

　　　成20年厚生労働省告示第63号）の改正

別表第九

　　別表第九　在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算及び注入器用注

　射針加算に規定する注射薬

　　インスリン製剤

　　性腺刺激ホルモン製剤

　　ヒト成長ホルモン剤

　　遺伝子組換え活性型血液凝固第m因子製剤

　　遺伝子組換え型血液凝固第V皿因子製剤

　　遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤

　　乾燥人血液凝固第V皿因子製剤

　　乾燥人血液凝固第IX因子製剤

　　顆粒球コロニー形成刺激因子製剤

　　性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤

　　ソマトスタチンアナログ

　　ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体

　　グルカゴン製剤

　　グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト

　　ヒトソマトメジンC製剤

　　インターフェロンアルファ製剤

　　インターフェロンベータ製剤

　　エタネルセプト製剤

　　ペグビソマント製剤

　　スマトリブタン製剤

　　グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L一システイン塩酸塩配合剤

　　アダリムマブ製剤

　　テリパラチド製剤

　　アドレナリン製剤

　　ヘパリンカルシウム製剤

※改正箇所下線部

一2一



（3）平成24年5月29目付け保医発0529第1号による「診療報酬の算定方法の一部改正

　　に伴う実施上の留意事項について」（平成24年5月29目付け保医発0529第1号）の

　　改正

第2章　特掲診療料

　第2部　在宅医療

　　第3節　薬剤料

　　　　C200　薬剤
　　　　　（1）　次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。

　　　　　　　【厚生労働大臣の定める注射薬】

　　　　　　　インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第V咽子製剤、

　　　　　　　遺伝子組換え型血液凝固第V皿因子製剤、乾燥人血液凝固第V皿因子製剤、遺伝子組換

　　　　　　　え型血液凝固第IX因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン

　　　　　　　複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン

　　　　　　　剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチン

　　　　　　　アナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、

　　　　　　　在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベ

　　　　　　　ータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴ

　　　　　　　ン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、

　　　　　　　人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジン12製剤、エ

　　　　　　　タネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェン

　　　　　　　タニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメ

　　　　　　　タゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム

　　　　　　　製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

　　　　　　　プ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム

　　　　　　　酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロル

　　　　　　　ペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウ

　　　　　　　ム・グリシン・L一システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチ

　　　　　　　ン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム

　　　　　（2）　以下略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※改正箇所下線部

（日本医師会保険医療課）
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（参　考）

　　　　　薬価基準収載品目一覧表（薬効分類別）新医薬品

（内用薬）

1

効
類

葉
分

内219

銘柄名（会社名）

キックリンカプセル
250mg
（アステラス製薬）

規格単位

250mg1カプセ
ノレ

成分名

ビキサロマー

用　法　　・　用　量

通常、成人には、ビキサロマー一
として1回500mgを開始用量と
し、1日3回食直前に経口投与す
る。以後、症状、血清リン濃度

の程度により適宜増減するが、最高用量は1日7，500mgとする。

（効能・効果）

下記患者における高リン血症の改善
　透析中の慢性腎不全患者

2

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

内241 ミニリンメルトOD錠 120μg1錠 デスモプレシン 通常、1日1回就寝前にデスモプ

120μg 酢酸塩水和物 レシンとして120μgから経口投

ミニリンメルトOD錠 240μ91錠 与し、効果不十分な場合は、1

240μg 日1回就寝前にデスモプレシン

（フェリング・ファー として240μgに増量することが
マ） できる。

（効能・効果）

尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症

3

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

内399 ブレーザベスカプセル
P00mg

iアクテリオンファー
}シューティカルズジ
сpン）

100mg1カプセ
mレ

ミグルスタット 通常、成人には、1回200mgを1
冾R回経口投与する。

ｬ児には、下表の通り体表面積
ﾉ基づき用量を調整して経口投
^する。
ﾈお、患者の状態に応じて適宜

減量する。

体表面積（㎡） 用量
0．47以下 1回100m，1日1回

0．47を超え0．73以下 1回100m　1日2回
0．73を超え0．88以下 1回100m，1日3回
0．88を超え1．25以下 1回200m　1日2回
L25を超える 1回200m，1日3回

（効能・効果）

�黹}ン・ピック病C型

1



4

効
類

葉
分

内429

銘柄名（会社名）

ザーコリカプセル200mg
ザーコリカプセル250mg
（ファイザー）

規格単位

200mg1カプセ
ノレ

250mg1カプセ
ノレ

成分名

クリゾチニブ

用　法　　・　用　量

通常、成人にはクリゾチニブと
して1回250mgを1日2回経口投与
する。なお、患者の状態により
適宜減量する。

（効能・効果）

オ昭融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

（注射薬）

5

効
類

葉
分

注116

銘柄名（会社名）

アポカイン皮下注

30mg
（協和発酵キリン）

規格単位

30mg30mL1筒

成分名

アポモルヒネ塩
酸塩水和物

用　法　　・　用　量

パーキンソン病におけるオフ症
状の発現時に皮下投与する。通
常、成人にはアポモルヒネ塩酸
塩として1回1mgから始め、以後

経過を観察しながら1同量として1mgずつ増量し、維持量（1同量1～6mg）を定める。そ
の後は、症状により適宜増減するが、最高投与量は1回6mgとする。

（効能・効果）

パーキンソン病におけるオフ症状の改善（レボドパ含有製剤の頻回投与及び他の抗パー
キンソン病薬の増量等を行っても十分に効果が得られない場合）

6

効
類

葉
分

注429

銘柄名（会社名）

ポテリジオ点滴静注
20mg
（協和発酵キリン）

規格単位

20mg5mL1瓶

成分名

モガムリズマブ
（遺伝子組換え）

用　法　　・　用　量

通常、成人には、モガムリズマ
ブ（遺伝子組換え）として、1
同量1mg／kgを1週間間隔で8回点
滴静注する。

（効能・効果）

再発又は難治性のCCR4陽性の成人丁細胞白血病リンパ腫

（外用薬）

7

効
類

葉
分

外229

銘柄名（会社名）

プルモザイム吸入液
2．5mg
（中外製薬）

規格単位

2．5mg2．5mL1
管

成分名

ドルナーゼ　ア
ルファ（遺伝子
組換え）

用　法　　・　用　量

通常、ドルナーゼ　アルファ（遺
伝子組換え）として2．5mgを1日
1回ネブライザーを用いて吸入
投与する。なお、患者の状態に

応じて1回2．5mgを1日2回まで吸入投与することができる。

（効能・効果）

嚢胞性線維症における肺機能の改善

2



（緊急収載医薬品／内用薬）

8

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

内625 エジュラント錠25mg
iヤンセンファーマ）

25mg1錠 リルピビリン塩

_塩
通常、成人にはリルピビリンと
ｵて1回25mgを1日1回食事中又
ﾍ食直後に経口投与する。投与
ﾉ際しては、必ず他の抗HIV薬

と併用すること。

（効能・効果）

gIV－1感染症

3




